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は じ め に 

 

 

 

 

 

 

 日頃から、板橋区の介護予防事業に対し、多大なご理解と、ご協力を賜りまして、

深く感謝申し上げます。 

 板橋区の人口は、令和８年３月１日現在で 582,782 人であり、そのうち 65 歳以上

の高齢者人口は 131,509 人、区内総人口の約 22.6％になりました。令和 22（2040）

年には生産年齢人口が減少し、深刻な介護の担い手不足が見込まれています。このよ

うな状況の中、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加と社会的孤立や介護職の人

材不足など、地域社会を取り巻く環境は変化しています。 

これらの環境変化に対応し、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためにも、板

橋区の実情に合わせた、住民主体による多様なサービスを提供する仕組みが必要です。 

板橋区では、平成 28 年度「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」として、

「住民主体の通所型サービス事業」を開始しています。さらに、令和６年度には「住

民主体の訪問型サービス事業」も新たにスタートいたしました。 

多くの区民の皆さまにご理解、ご協力いただき、広く住民主体によるサービス事業

をご利用いただけるよう、地域包括支援センターとともに実施してまいります。 

  

 

健康生きがい部 生涯活躍推進課長 
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１ 総合事業について                       

 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）は、国内一律のサ

ービス内容ではなく、自治体ごとに介護予防と自立した日常生活を送るための支援

を目的として行う事業です。 

 

 
 

板橋区の総合事業は、要支援１・２の認定を受けた方や事業対象者（以下「事業

対象者等」という。）を対象とする通所型や訪問型のサービス事業と、誰でも参加で

きる「10の筋トレ」のような一般介護予防事業があります。 

 

２ 板橋区の住民主体のサービス事業とは               

 

事業対象者等へ通所型や訪問型のサービスを提供する団体に、運営費の一部を補

助するものです。 

高齢者自身が通所型や訪問型サービスの担い手として社会参加することにより、

その方の生きがいや介護予防にもつながります。 

 

 

 

 

 

総合事業

要支援１・２の

認定を受けた方

指定事業者

サービス
（訪問・通所）

短期集中型

通所サービス
（元気力向上教室）

元気力（生活機能）チェックシート実施

生活機能の低下がみられた方

（事業対象者）

６５歳以上の
全ての方

各種事業
高齢者の暮らしを

拡げる10の筋力ト

レーニング等

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護

予防事業

住民主体の
通所型・訪問型

サービス事業

Ⅰ 板橋区の住民主体のサービスとは 
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団体宛ての「サービス利用申請書」を利用者から受領する。 

利用者に、参加シート及び元気力向上手帳を渡す。 

サービス実施団体から送付される事業報告書（事業対象者名簿）で利

用開始の確認をする。【初回開始月のみ報酬請求可】 

 

 
 

 

地域包括支援センター（以下「おとしより相談センター」という。）は、皆さんが

住み慣れた地域や家庭で安心して生活を続けられるように支援を行う総合相談機関

です。 

おとしより相談センターは、要支援の方のケアマネジメントを行うほか、地域で

介護予防を推進し、様々な団体と連携をする役割を担っています。 

住民主体の訪問型サービスの利用に際しては、おとしより相談センターが、サー

ビス利用希望者（本人）、家族などと相談の上、どのように生活を続けていくかなど

のケアプランを作成し、利用の目的を明確にします。 

 
  利用希望者から相談があった場合は…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ケアプランには、ケアマネジメントＡ・Ｂ・Ｃがあり、訪問型サービスを利用す

るには、ケアマネジメントＣの作成が必要です。ケアマネジメントＣは、ケアプラ

ンを立てた後、２か月目以降は本人のセルフマネジメントとなります。本人がセル

フマネジメントを行う中で、介護予防手帳（「元気力向上手帳」）などを活用し、心

身における状況の変化があるなど、心配ごとが生じた場合は、改めて、おとしより

相談センターへサービス利用の相談をします。 

団体の皆さんが、訪問型サービスを続ける中で、利用者の生活や健康状態の変化

に気付いたときは、おとしより相談センターに連絡するとともに、利用者にも、お

としより相談センターに相談するよう勧めてください。 

Ⅱ おとしより相談センターの役割 

（地域包括支援センター） 

課題分析(アセスメント) 

住民主体の訪問型サービスの事業の利用を検討 

介護保険サービス利用中 介護保険サービスの利用なし 

事業対象者等であるかを確認する 

該

当 

非

該

当 

 

事業対象者等として利用 

介護予防ケアマネジメント C実施 ケアマネジメントＡ、Ｂ実施中 
介護保険

法外のサ

ービスの

利用検討 

おとしより相談センターのケアマネジメント 
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住民主体の訪問型サービスとは、地域住民が主体となり、地域の実情に応じて、

介護予防を目的とした生活援助等を、利用者のご自宅を訪問して提供するものです。 

サービスの内容は、掃除、ごみ出し、洗濯、買い物等の日常の困りごとで、専門性

や緊急性を要しないものです。 

なお、利用者の身体を直接支える等の介護は含みません。 

 

【根拠規定】 

 介護保険法第 115条の 45 

 板橋区住民主体の訪問型サービス事業実施要綱（以下「実施要綱」という。） 

板橋区住民主体の訪問型サービス事業実施要領（以下「実施要領」という。） 

 

１ 訪問型サービスの内容                     

 

団体が実施するサービスは、補助金交付申請時に、次の表から３つ以上選び実施

してください。 

利用料金は、予め定めて、公表してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、別途、団体独自のサービスを行うことは、妨げるものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 住民主体の訪問型サービスとは 

・掃除 ・ごみ出し

・洗濯、洗濯物干し、取り込み、たたみ ・買い物代行

・大きいものの洗濯（家庭で洗えるもの） ・薬の受け取り代行

・布団干し ・外出同行

・衣類の整理、補修 （身体介護は含まない）

・一般的な調理、下ごしらえ ・散歩同行

・１時間を超えない大掃除 （身体介護は含まない）

・電球交換、高所の作業

・軽作業

（書類代筆、新聞紙の結束、扇風機をしまう）

・見守り、話し相手
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２ サービスの対象者                       

 

おとしより相談センターのケアマネジメントにより、必要性が認められた方が

利用者となります。 

 

 

 

 

 

 
  ※ 継続利用要介護者とは、訪問型サービスを利用中の方が、要介護１～５に区分が変更された

場合も、訪問型サービスを希望し、団体としても実施が可能であれば本事業の対象者とします。

その際は、各おとしより相談センターへ申し出てください。利用可否の判断を連絡します。 

 

３ サービス利用開始の手続き                    
 

（１） 利用希望者が直接団体に相談、問い合わせをしてきた場合は、お住まいの 

 地域のおとしより相談センターを案内してください。 

（２） 住民主体の訪問型サービスの利用要件が満たされたと確認された場合、おと 

しより相談センターが利用者から利用申請書を徴収し、ケアマネジメント（参

加シート作成）を行います。 

（３） 初回訪問は、利用者のご自宅において、必ず、おとしより相談センターが 

  同席の上、コーディネーター（P.9参照）が重要事項説明を行い、利用者の 

同意を得てください。その際、利用申請書を受け取ってください。 

 

 
 

 

 

①サービス利用の相談

　　　②チェックシート実施、説明と同意

　　　　利用申請書･参加シートの作成

連携・相談

区

おとしより

相談センター

⑤コーディネーター初回訪問
（おとしより相談センター同席）

重要事項説明と同意

連携・相談

利用者

団体

③連携・調整

④おとしより相談センターか

ら、利用申請書・参加シート

を受領

○要支援１・２の認定を受けた方 

○元気力（生活機能）チェックシートにより生活機能の低下がみられた方 

 （事業対象者） 

〇継続利用要介護者（要介護１～５）※ 
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４ サービスの提供                         

 

おとしより相談センター作成の参加シートに沿ったサービスを実施してください。 

 

 

５ 利用者負担額の徴収                         

 

 利用者負担額を利用者から徴収することができます。 

利用者負担額は、団体ごとに予め定め、公表してください。 

利用者から利用者負担額を徴収する際には、必ず領収書を発行してください。 

 領収書（控）を区へ提出する必要はありません。団体で保管してください。 

 

＜留意事項＞ 

外出同行の際の訪問ボランティアに係る交通費は、別途、利用者が都度、実費を

負担します。 

利用者宅を訪問するための交通費は、団体の負担とします。 

 

 

６ 訪問ボランティアへの謝礼                   

 

 訪問ボランティアへ謝礼を支払う際は、領収書を受領してください。 

 

 

７ 事業計画の一部変更                      

 

実施するサービス、利用者負担額など事業計画を変更する場合は、事前相談の上、

区へ修正した事業計画書を提出してください。 

 

※団体の代表者や団体名の変更等は「変更届」を提出してください。 

 

 

８ サービスの休止・再開・廃止                    

 

 

 

 

 

 

 サービスの実施を休止・再開・廃止する場合は、できるだけ早めにご相談くださ

い。 

 

 

 

 

 

実施要綱（サービス休止・再開・廃止） 

第 23 条 代表者は、訪問型サービス事業を休止し、若しくは再開する場合、又は廃止し

ようとする場合は、これらを予定する日の１か月前までに、訪問型サービス事業休止・

再開・廃止届を区長に提出しなければならない。 
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実施団体は、実施要綱及び実施要領に規定される要件を全て満たしていることが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

補助金を支払った後でも、団体の要件が満たされなかったという事実が確認され 

た場合は、東京都板橋区補助金等交付規則により補助金の返還を求めます。 

 

 

 

Ⅳ 実施団体の要件など 

実施要綱（実施主体） 

第３条 訪問型サービスの実施主体（以下「団体」という。）は、次の各号の全てを満た

す団体とする。 

(１) 区内において、訪問型サービスを実施すること。 

(２) 区内在住の１８歳以上の者で構成された５人以上のボランティア団体又はＮＰＯ 

法人であること。ただし、ボランティア団体の構成員に区外在住者が含まれている場

合でも、構成員の５割以上が区内在住者であれば対象団体とする。 

(３) 利用調整を行う責任者(以下「コーディネーター」という。）を１名置くこと。 

(４）訪問型サービスを提供する者(以下「訪問ボランティア」という。）が５名以上在

籍すること。 

(５) 地域包括支援センター（以下「おとしより相談センター」という。）と連携を図る

こと。 

(６)その他健康生きがい部長が別に定める要件を満たすこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、団体又は団体に所属する者若しくは関係する者が、次の

各号に掲げる事項に該当する場合は、補助の対象としない。 

(１) 団体が暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴

排条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である場合 

(２) 団体に所属する者又は関係する者が暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定す

る暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）である場合 

(３) 宗教活動や政治活動を目的とする団体である場合 

(４) 営利のみを目的として訪問型サービスを実施する団体である場合 

(５) 団体が公の秩序又は善良の風俗に反する事業を実施している団体である場合 

(６) 団体が法人住民税を滞納している場合（団体が法人格を有している場合に限る。） 

(７) 団体の代表者（以下「代表者」という。）が特別区民税又は軽自動車税を滞納して

いる場合（団体が法人格を有していない場合に限る。） 

実施要領 

第２条 実施主体となる団体は、要綱第３条第１項第１号から第５号に定める要件のほ

か、以下の要件も備える団体とする。 

(１) 週に２日以上訪問型サービスを実施できる態勢をとること。 

(２) 訪問型サービスの実施に当たっては、サービス内容や利用料金等について地域住 

  民への周知に努めること。 

(３) 訪問型サービスの実施に当たっては、傷害保険、賠償責任保険等へ加入し、賠 

償すべき事故が発生した場合は、速やかに手続きを行う等の解決に努めること。 
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１ 実施団体の役割                           
  

サービスを行うにあたっては、利用者の要望や地域の課題を集約し、おとしより

相談センターや地域支え合い会議のコーディネーターと連携し、地域に根ざした活

動に資するよう努めてください。 

また、可能な範囲で、活動地域を広げ、提供する訪問サービスの内容を増やすこと 

を検討してください。 

 

 

２ コーディネーターの役割                    

コーディネーターの役割は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用希望者を確認した場合、必ず、おとしより相談センターと共に初回訪問

し、ご本人の申請意思、利用希望内容を確認の上、重要事項説明を行い、利用

者の同意を得てください。 

（２）１回目のサービス実施時は、コーディネーターが訪問ボランティアに同行し

て訪問し、参加シートに基づいてサービスを提供できるよう引継ぎを行ってく

ださい。 

（３）サービス提供後は、１回毎に、訪問ボランティアから報告を受けてください。

（４）月毎に事業報告書を作成し、区へ提出してください。 

（５）事故・緊急対応が発生した際は、速やかに必要な対応を行い、おとしより相

談センター及び区へ報告をしてください。対応した内容や再発防止対策を含め

た事故報告書を提出してください。 

（６）利用者の意見や、地域状況等の特性を生かしたサービスが提供できるよう団

体内で検討してください。 

（７）訪問ボランティアのサポートのために、訪問ボランティアからの報告や相談

に対して、一緒に解決方法を探すなど、必要な対応をしてください。 

 

実施要領  

第２条 

２ 要綱第３条第１項第３号に規定するコーディネーターの役割は、次のとおりとする。 

(１) 利用希望者やその家族からの相談を受け、地域包括支援センター（以下「おとしより

相談センター」という。）と十分に連携すること。 

(２) 利用希望者に対して、訪問型サービスの提供を開始する前に、手続きや内容について

十分な説明を行い、同意を得ること。 

(３) 訪問ボランティアが、おとしより相談センターの作成するケアマネジメントの結果で

ある参加シートに基づいたサービスを適格かつ安全に提供できるよう支援すること。 

(４) 訪問型サービスの実施状況を常にモニタリングし、訪問型サービスが安定的かつ継続

的に提供されるよう調整を行うこと。 

(５) 事故が発生した場合には、速やかに必要な対応を行い、おとしより相談センター及び

区へ報告を行うこと。 

(６） 利用者の状況の悪化等の相談があった場合は、速やかにおとしより相談センターへ連

絡し、問題解決のための協力、連携をすること。 

(７) 区へ提出する報告書を作成すること。 

(８) 地域の課題を把握し、おとしより相談センター等の関係機関と共有すること。 
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３ 訪問ボランティアの役割（訪問を行う際の心得）             

 

（１）挨拶、報告、相談 

サービスの提供だけが目的ではありません。利用者とのコミュニケーション

をしっかりとるよう心掛けてください。 

また、訪問終了時は、依頼業務が終了したことをコーディネーターへ報告し、

気付いたことや疑問、困ったことを相談しましょう。 

（２）参加シートに基づいたサービスの提供 

介護予防の目的を理解してサービスを提供してください。 

参加シートに記載のないサービスを現場で依頼された場合などは、速やかに

必ずコーディネーターへ相談してください。 

 

 

 

 

 

 

１ 遵守すべき事項                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）訪問ボランティア等の衛生管理（参考：大量調理施設衛生管理マニュアル） 

① 健康管理 

・作業に当たる本人と、同居する家族に下痢、嘔吐、発熱などの症状がないこ

とを確認すること 

・手指や顔面に化膿創がないことを確認すること 

サービスの提供時に利用者の変化に気付いた時は、おとしより相談センター

へ情報提供を行い、必ず連携・相談をしてください。 

特に虐待（身体、経済搾取、心理的）が疑われる場合は、速やかに相談してく

ださい。 

実施要綱（遵守すべき事項） 

第７条 訪問型サービスを実施するにあたり、団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(１) 訪問型サービスに従事する者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じ

ること。 

(２) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定等を踏まえ、訪問型

サービスの利用者及びその家族の個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由な

く、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう必要な対策を講じること。 

(３) 事故発生時には区へ報告するとともに、適切な措置を講ずること。 

(４) 安全なサービス提供を行うため、区が主催する研修を受講するほか、団体内において

も生活援助の基礎的な研修を行うなど自己研鑽、技術の習得に励むこと。 

(５) 訪問型サービスの実施に係る経費と他の事業に係る経費を明確に区別すること。 

Ⅴ 訪問型サービス実施の留意点 
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② 身支度 

・清潔なエプロン、三角巾を着用すること（トイレに行く場合は、外すこと） 

・調理作業中は使い捨てマスクを着用すること 

・毛髪が三角巾から出ていないか確認すること（毛髪が肩につくくらいの長さ

の場合は、結ぶこと） 

・爪を短く切っておくこと 

・指輪などのアクセサリー類や時計を外すこと 

・マニキュアは落としておくこと 

 

③ 作業中 

・石けんを使用して、正しい手洗いをすること 

 「身につけましょう 正しい手洗い」 
（板橋区保健所生活衛生課（食品衛生）） （巻末資料参照） 

・使用する食品の期限表示や鮮度、外観異常がないか確認すること 

・包丁やまな板は使用の度に洗剤と流水で洗浄すること 

 特に生の肉や魚を切った後は熱湯や塩素剤で消毒もすること 

※木製の器具は使用を控えることが望ましい 

・非加熱で提供する食品、もしくは加熱後の食品を扱うときは、使い捨て手袋

を着用すること 

・作業中は、スマートフォンやお金に触れないこと 

 触れた場合は、必ず手洗いをすること 

 

④ 作業後 

・下ごしらえ後、若しくは調理後の料理はラップや蓋をして、二次汚染を防止

すること 

・使用した器具は、洗浄し、清潔な布巾で水分を拭き取るか、乾燥させること 

・出来上がった料理は、すぐに食べてもらうこと 

 

（２）個人情報等の管理 

① サービス利用申請書、重要事項説明書など個人情報を含む書類は、鍵のかかる

キャビネット等で保管してください。 

② 持ち歩く際は、封のできる袋へ入れ、身体から離さないよう斜め掛けの鞄など

に入れて持ち歩くことを徹底し、紛失防止に努めてください。 

③ サービスの提供にあたり、知り得た利用者及びご家族等の個人情報は、守秘義

務が生じます。正当な理由なく、知り得た秘密を漏らすことがないよう充分な

対策を講じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 個人情報の紛失事故等が発生した場合は、事故内容及び再発防止策等を 

  公表することになります。 

 

個人情報を含む書類とは、次のものが該当します。 

① サービス利用申請書、参加シート 

② 重要事項説明書、領収書兼訪問報告書 

③ 区へ提出する名簿等の書類一式 

④ サービス実施に当たり、相談内容を記したメモなど 
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（３）事故発生時の対応 

事故発生時には、おとしより相談センター及び区へ速やかに報告してください。 

賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに団体が加入している傷害保険、賠

償責任保険等の手続きを行う等の対応を行ってください。 

また、再発防止に取り組んでください。 

 

（４）研修の実施 

① 団体内で訪問ボランティアに対して、生活援助の基礎的な研修を実施してく

ださい。同行伴走型でも集合型でも実施方法は問いません。 

 

② 区が主催する研修を訪問ボランティア等に案内してください。 

 ・個人情報の取り扱いや訪問型サービスの注意点等 

 ・衛生管理講習会  

 

（５）経費の明確化 

住民主体の訪問型サービス事業と他の事業に係る経費の区別を明確にしてくだ

さい。                  ※ P.14「収入の考え方」を参考にしてください。 

 

 

２ 関係書類の保管                        

  

（１）補助金申請関係書類及び訪問の記録 

補助金の交付を受けた翌年度から５年間保管してください。 

 

（２）利用者と取り交わした重要事項説明書等の書類 

利用終了後、翌年度から５年間保管してください。 
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この補助金制度の対象となる経費は、当該年度に実施したサービスに要した経費

の一部で、区の予算の範囲内で補助します。 

 

申請に当たっては、運営及び立ち上げ準備に係る補助対象経費を全て計上してく

ださい。 

他の事業や個人の経費と明確に区別できないものは、補助の対象外となります。 

各団体のサービス実施にあたっては、他の経費や上限額を超える経費を支出して

も差し支えありません。 

 

 

１ 運営経費                          

（１）対象経費  

①基礎経費 コーディネーターに係る人件費 

 

②その他運営費 

 訪問型サービスの運営に要する経費 

消耗品費、印刷製本費（チラシ）、通信費（事業専用） 

機器リース費用（事業専用） 

保険料（傷害保険、損害賠償保険） 

会場使用料（研修、打ち合わせ） 

研修のためのテキスト代、講師謝礼 

 

（２）金 額  月 30,000 円（①＋②）（上限額） 

※ 訪問型サービスを１回以上提供できなかった月につ

いては、基礎経費として、月 10,000円のみとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 補助金の内容 

＜詳細説明＞ 

 

●消耗品費 

  運営の為の物品が対象です。サービス提供の為の物品は対象ではありません。

10,000円以内の品物が対象です。高額な備品は、対象になりません。 

●保険料 

訪問ボランティアが、サービス中の事故に備えるためのボランティア保険など

の傷害保険、損害賠償保険等の保険料が対象です。 

●会場使用料 

  打ち合わせや研修を実施する際の会場使用料が対象です。 

  本事業に係る打合せ以外（団体の運営会議等）は、対象外です。 

●講師謝礼（外部講師） 

  訪問ボランティアに対して行う研修等の謝礼が対象です。 
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２ 立ち上げ支援費 (事業立ち上げの初年度のみ)                     
   

新規に訪問型サービスの提供を始めようとする場合は、事業実施に必要な準備

費用の一部を補助します。運営経費と併せて申請してください。 

対象期間は、実際に訪問サービスを開始する前の２か月間とし、その期間内に

かかった経費が補助金の対象です。 

  立ち上げ支援費は、立ち上げ準備期間の翌月から訪問型サービスを開始し、継

続して３か月以上実施した場合に、補助の対象とし、運営経費と併せて支払いま

す。 

 

・対象経費 事業立ち上げの初年度において、立ち上げ準備を行う期間(２か月) 

に要する立ち上げ準備の人件費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費 

とします。 

  通信機器やプリンターなどの購入費は、事業専用であることが要件

です。 

 

・金  額  200,000 円（上限額） 

※ 人件費は、コーディネーター費用として    

月２万円×２か月（上限）までとします。 

 

 

３ 収入の考え方                         

 

 

 

 

 

他の制度による補助等を受ける経費は、補助の対象としません。 

団体が得た収入は、補助の対象経費(支出)から控除し、補助金額を算定します。 

 

（１）収入となるもの 

サービス提供に係る実費以外に利用料金として得る収入 

 

（２）収入としてみなさないもの 

団体の会費、賛助会費、サービス提供に係る実費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施要綱 第９条第２項 

補助金の額は、団体が訪問型サービスの運営に要した経費から訪問型サービスの実

施に伴う収入を控除した額の範囲内で交付する。 
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１ 補助金の申請手続き                       

 
（１）申請書の配布方法 

補助金申請のために必要な様式は、メールにて送付します。 

できるだけ、パソコンをご利用いただくよう、ご協力をお願いします。 

   難しい場合は、用紙をお渡しします。 

 

（２）申請に関する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）補助金の支払方法 

補助金交付申請時に次のどちらかの支払方法を選択してください。選択した

支払方法は、当該年度において変更することはできません。 

 

① 半期毎実績払い 

上半期（４月から９月まで）と下半期（10月から３月まで）とに分け、各

期の訪問型サービスの実績に応じて２回に分けて支払う方法 
 半期毎実績払いは、上半期の訪問型サービス実施期間が３か月以上ある場合に

おいて選択することができます。 

 立ち上げ支援費を申請し、半期毎実績払いを選択した場合の立ち上げ支援費の

支払いは、上半期の実績として運営経費と合わせて行います。 

 

②通年実績払い 

通年の訪問型サービスの実績に応じて支払う方法 
 立ち上げ支援費を申請し、通年実績払いを選択した場合の立ち上げ支援費の支

払いは、通年の実績として運営経費と合わせて行います。 

Ⅶ 補助金の申請手続き及び交付決定 

様式番号 備考

① 様式第１号

② 様式第２号

③ 様式第３号

④ 様式第４号

⑤ 様式第５号

写し不可

法人住民税の領収書の写し又は納税証明書 法人格を有する団体

代表者の特別区民税・軽自動車税の領収書
の写し又は納税証明書

法人格を有しない団体

非課税証明書 非課税の場合

課税免除の決定通知書の写し 課税免除の場合

⑦ ―

補助金交付申請書

傷害保険・損害賠償保険等の保険証書
（写し）

⑥

様式名

―

納税証明書

補助対象経費額調書(交付申請用)

事業計画書

誓約書

構成員名簿
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（４）補助金交付申請期限 

①初めて申請する場合 

     立ち上げ支援費と運営経費を申請する場合 

       令和８年 11月 30日（月) まで 

         運営経費のみを申請する場合    

       令和９年１月 29日（金）まで 

    

②前年度から継続して申請する場合  令和８年４月 30日（木）まで   

 

 

２ 補助金交付決定通知                         
 

補助金申請書類を審査したうえで、補助金交付決定通知書を送付します。 

 

様式第６号 

「板橋区住民主体の訪問型サービス事業補助金交付決定通知書」 

様式第７号 

「板橋区住民主体の訪問型サービス事業補助金不交付決定通知書」 

 

通知書に記載された補助金額が実際の支払額ではありません。 

実績報告書に基づき、審査したうえで、交付額を確定し、通知します。 

 

 

３ 補助金額の変更手続き                      
 

交付申請時に決定した補助金上限額が変更となる場合、変更の手続きができます。 

 変更交付申請の対象となる経費は、補助金申請額のうち運営経費に係るもののみ

です。 

変更申請期限 令和８年 10月 30日（金）まで 

 

 

 

【提出書類】

様式番号 様式名

① 様式第８号 補助金変更交付申請書

② 様式第９号 補助対象経費額調書（変更交付申請用）

③ 様式第３号 事業計画書　※修正後

提出についての注意 

 申請書類は必ず、事前に電話連絡のうえ、直接窓口までご持参ください。 
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１ 毎月の事業実施報告                         
 

毎月の事業報告に関する書類は、サービス実施月の翌月 5 日までに、以下の書類

を提出してください。 

 

（１）事業報告書 

その月の事業の内容について報告してください。 

 

（２）事業対象者名簿（区用） 

その月に利用した全対象者が記載される名簿です。 

 

（３）事業対象者名簿（包括用） 

ケアマネジメントを担当したおとしより相談センター毎の名簿です。 

区を経由して、各おとしより相談センターへ送付します。 

 
※ 利用休廃止者について必要な情報は、おとしより相談センターと別途共有して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書の提出についての注意 

②③は、個人情報を含むため、電子メールによる提出はできません。 

おとしより相談センターの交換便をご利用になれます。 

（書類を所定の紙封筒に封緘してご持参ください。） 

 

様式番号 様式名

① 様式第12号 事業報告書

② 様式第13号 事業対象者名簿（区用）

③ 様式第14号 事業対象者名簿（包括用）

【提出書類】

Ⅷ 補助金の実績報告及び交付確定 

＜注意＞ 

変更申請期限以降は、上限金額の変更はできませんのでご注意ください。 

補助金交付決定通知書、補助金変更交付決定通知書の交付決定額が補助金

の交付限度額となります。 
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２ 実績報告                           
 

実績報告書には、運営経費等の支出した経費の領収書の添付が必要になります。 

領収書は、必ず原本をご提出ください。 

 また、経費によっては、領収書以外の添付書類が必要です。 

 

通年実績払い      提出期限 令和９年４月５日(月)まで 

 

半期毎実績払い 上半期 提出期限 令和８年 10月５日(月)まで  

下半期 提出期限 令和９年４月５日(月)まで 

 
 
添付書類一覧 

※２月分事業報告書提出時に、実績報告書類（領収書等）の事前相談をお勧めします。 

様式番号 様式名

① 様式第15号 実績報告書

② 様式第16号 補助対象経費額調書(実績報告用)

③ 様式第17号 訪問型サービス実績内訳書

【提出書類】

　領収書（原本）

　この事業専用に契約したと確認できる携帯電話の基
　本料や通話料、パソコンなどのリース料金の領収書

　本事業専用と確認できる名義等の契約書類等

講師謝礼 　領収書（原本）

会場使用料
　支払いの事実が確認できる領収書（原本）
　申込書の控え（原本）、パンフレット等

保険料（傷害保険・
損害賠償保険等）

　領収書（原本）

消耗品費 　領収書（原本）

立ち上げ準備に係る
人件費

　領収書（原本）

消耗品費 　領収書（原本）

印刷製本費 　領収書（原本）

備品購入費 　領収書（原本）

立ち上げ
支援費

運営費

リース料・通信費
携帯電話の基本料金

 基礎経費
（連絡調整のための通信費や交通費等）
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３ 補助金交付確定通知                      
 

補助金交付確定額の通知を書面郵送します。   

 

   様式第 18号 

    「板橋区住民主体の訪問型サービス事業補助金額確定通知書」 

 

通年実績払い      令和９年４月中旬 

 

半期毎実績払い 上半期 令和８年 10月中旬  

下半期 令和９年４月中旬 

 

４ 補助金請求手続き                       

 

請求書類の提出 ※ 確定通知書受領後、速やかにお願いします。 

         ※ 委任状は、請求名義と口座名義が異なる場合に提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 
 

補助金の交付 ※指定の口座に補助金を振込みます。 

 

通年実績払い  令和９年５月中 

 

半期毎実績払い 上半期 令和８年 11 月中  

下半期 令和９年５月中 

 

 

① 【宛 名】（団体名）  

② 【金 額】（訂正不可）  

③ 【内 訳】 携帯電話等の経費は、名義人の確認が必要 

消耗品は、品名と数量が必要 

研修費の講師謝礼、会場使用料等は、実施日が必要 

④ 【領収日】謝礼は、支払日が事業計画期間内であること 

⑤      通信費は、利用期間が事業期間内であること 

⑥ 【発行者】住所、氏名 

 

「領収書」は、次の要件が記載されていることが必要です。 

 

様式番号 様式名

① 様式第19号 請求書

② ― 口座振替依頼書

③ ― 委任状

【提出書類】

提出期限についての注意 

提出期限を過ぎると、補助金の支払いができなくなる（区の審査・出納

のルール）可能性がありますので、必ず守ってください。 
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５ 補助金交付決定の取消し                      
 

補助金を交付した後でも、目的以外の用途に使用する等の不正が判明した場合

は、取消し内容とその理由などを通知し、交付を受けた補助金の返還請求を行い

ます。 

 

様式第 20号  

 「板橋区住民主体の訪問型サービス事業補助金交付決定取消通知書」 

 

 

 

 

 

 

（１）団体相互の交流（連絡会） 

 

   団体相互の情報交換や交流を目的に、連絡会を開催します。 

 

（２）区主催の研修 

 

① 個人情報の取り扱いや訪問サービスの注意点等 

② 衛生管理講習会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅸ 活動支援 



21 

 

 

 

 

                            

 
 

 

 

 

Ｑ１ 　立ち上げ支援費だけを申請することはできますか。

Ａ１ 立ち上げ支援費は、訪問型サービスを始めるに当たって必要な準備費用の一
部を補助することが目的ですので、運営経費と合わせて申請する必要がありま
す。
なお、立ち上げ支援費は、立ち上げ準備期間に引き続き３か月以上訪問型サー
ビスを実施した場合に補助の対象となります。
　補助金申請前に、活動計画を示してください。

Ｑ２ 現在、団体として訪問活動を既に行っているが、プリンターなどを購入するため
に立ち上げ支援費を申請することは可能ですか。

Ａ２ 立ち上げ支援費は、訪問型サービスを新たに始めるための準備にかかる経費
の補助であるため、既に訪問活動を行っている団体は申請することはできませ
ん。

Ｑ３ 　毎月の報告書は、電子メールで提出してもよいですか。

Ａ３ 　個人情報を含む書類は、電子メールによる提出はできません(P.17参照)。
毎月の事業報告は、おとしより相談センターまたはフレイル・介護予防係の窓口
へ提出してください。
なお、補助金申請に係る書類、実績報告に係る書類（領収書など含む）は、必
ず、フレイル・介護予防係の窓口へ持参してください。

Ｑ４ 利用者へのサービス提供を調整したが、結果、入院などのためにサービスを行
えなかった場合は、訪問型サービスの実施回数にカウントできますか。

Ａ４ カウントできません。また、訪問型サービスの利用者が一人もいなかった月は、
運営経費の対象となりません。

Ｑ５ 特定のマンションのごみ出しに特化して、訪問型サービスを行うことは可能です
か。

Ａ５ 特定のマンションを対象にサービスを行うことは可能です。ごみ出しを含めて３
つ以上のサービスを選んで実施してください。
　ただし、徐々に対象地域を広げることもご検討ください。

Ｑ６ ２か月の立ち上げ準備期間が終わった後で、必要な物品を購入したが、立ち上
げ支援費の対象となりますか。

Ａ６ 　立上げ準備期間後の購入分は、立上げ支援費の対象となりません。

事業計画に沿って立ち上げ準備期間の２か月間に準備を行い、訪問型サービ
スを開始してください。

Ｑ７ 立ち上げ支援費を申請し、立ち上げ準備期間の最初の月から訪問型サービス
を開始してもよいですか。

Ａ７ 　立ち上げ準備期間とサービス提供期間は重複できません。

立ち上げ準備期間に、事業開始の準備をしっかり行い、翌月から訪問型サービ
スを開始してください。

Ⅹ Ｑ＆Ａ 
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（１）補助金の申請や相談に関すること 

 

生涯活躍推進課 フレイル・介護予防係 
    所 在 地  〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目 66番１号 

板橋区役所（北館２階） 

    電 話  ０３－３５７９－２２９３ 

    E - m a i l  ki-yobo@city.itabashi.tokyo.jp 

 

 
（２）関係機関 

 

①  高齢者虐待専門相談 
高齢者の虐待に関する相談を受け付けます。秘密は厳守します。気づいた

ら一人で抱え込まずにご相談ください。 
℡０３－３５７９－２２９０ (相談時間 24時間 365日) 

 

② おとしより何でも相談 
高齢者の健康・介護・介護予防などについての不安や悩み、困っているこ

となど、どうぞお気軽にご相談ください。 

℡０１２０－９２５―６１０ (相談時間 24時間 365日) 

Ⅺ 受付窓口・お問い合わせ 
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